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 子どもや子育て家庭をとりまく環境は、核家族化や女性の社会進出、また地域社会の結びつきの弱体

化などにより、薄弱化が進行しています。子育てについての不安や負担感を持ちながら、誰にも相談で

きない、なかなか頼れるところがないなど、子育ての孤立化も指摘されています。こうした状況が子ど

もの社会性や人間性の発達に良い影響をもたらすとは言い難く、対応の必要性が指摘されています。 

 わが国では依然として少子化が進んでいます。1 人の女性が一生の間に出産する子どもの数の平均で

ある合計特殊出生率は、現在の人口を維持するためには 2.08 必要であるとされています。しかし、平

成 15 年の全国における合計特殊出生率は過去最低の 1.29、宮城県では 1.27 と全国平均を下回り、国・

県ともに年々低下し続けています。白石市においては、平成 15 年の合計特殊出生率は 1.53 と、県・全

国平均をやや上回ってはいるものの、現在の人口維持のために必要とされる 2.08 を大きく下回ってお

り、児童の数は減少傾向にあります。その要因として晩婚化、また、結婚及びその後の生活への意識の

変化がみられます。更には出生力の低下も言われています。このまま少子化が進行していけば、わが国

の社会経済全体に大きな影響を与えることが予想されます。 

 こうした流れを変えるため、これまで行ってきた少子化対策を踏まえながら、平成 15 年には、少子

化対策を総合的に講じるための理念を定める「少子化対策基本法」が成立するとともに、国と地方公共

団体に少子化対策実施の責務、企業に協力の責務を課す「次世代育成支援対策推進法」の制定、続いて

「改正児童福祉法」が制定され、集中的な取り組みが全国一斉に進められることとなりました。 

 白石市では次世代育成支援行動計画の策定にあたり、市民を対象にニーズ調査を実施しました。この

調査で、理想と実際の子ども数についてたずねたところ、理想では「子ども 3人」と回答する人が 50％

近くにのぼりますが、実際には「子ども 2人」の人が 43.9％で最も多いという結果となっています。こ

のことから、子どもは欲しいけれど現実的には難しい状況がうかがえます。 

 こうした市民のニーズを把握しながら、既存の計画を発展的に見直し、少子化の流れを変えるため、

より効果的な子育て支援施策を推進するべく本計画を策定し、市民が安心して子どもを生み、次代を担

う子どもが健やかに成長していける白石市を目指します。 
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 本行動計画は、「次世代育成支援対策推進法」（平成 15 年法律第 120 号）第 8 条第 1 項に基づく市町

村行動計画として位置し、すべての子どもと家庭を対象として、白石市が今後進めていく子育て支援策

の方向性や目標を総合的に定めたものです。 

 本行動計画の実施にあたっては、行政のみならず、家庭や地域、保育園、幼稚園、学校、企業などが、

次世代育成支援（次世代を担う子どもやこれを育成する家庭を社会全体で支援すること）の視点に立ち、

一体的な施策の推進を図るものです。 

 
 国における取り組みの経緯  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

未婚率の上昇、夫婦の育児に対する不安、就業形態、結婚観など人生
観そのものの変化

仕事と子育ての両立支援、子育て負担の軽減など、主に保育サービス
の充実をはじめとする子育て支援施策の展開が中心となっている

合計特殊出生率が人口置換水準2.08を下回り、1.42となり、総人口も継
続的に減少していくことが予測される

男性を含めた働き方の見直し、地域における子育て支援、社会保障に
おける次世代支援、子どもの社会性の向上や自立の促進、待機児童
ゼロ作戦、仕事と子育ての両立支援等の方針

少子化の進行

エンゼルプラン
新エンゼルプラン

少子化の加速化
人口減少

少子化対策
プラスワン

少子化社会対策基本法

未婚率の上昇、夫婦の育
児に対する不安、就業形
態・結婚観など人生観その
ものの多様化

次世代育成支援対策推進法

すべての家庭に対する子
育て支援を市町村の責務と
し、その仕組みを整備する

児童福祉法の一部改正

大企業、地方公共団体に
ついてもそれぞれ一般事
業主行動計画、特定事業
主行動計画の策定が義務
付けされた
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 「次世代育成支援対策推進法」に基づく白石市次世代育成支援行動計画では、平成 17 年度からの 5

年間を第 1 期とし（前期計画）、前期計画の見直しを平成 21 年度に行った上で、平成 22 年度からの 5

年間の後期計画を定めることとしています。 

 さらに前期5年間の計画期間中であっても、様々な状況の変化により見直しの必要性が生じた場合は、

適宜、計画の見直しを行っていくこととします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７
年度

平成１８
年度

平成１９
年度

平成２０
年度

平成２１
年度

平成２２
年度

平成２３
年度

平成２４
年度

平成２５
年度

平成２６
年度

見直し

本行動計画（前期計画）

次期行動計画（後期計画）
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 子どもをとりまく環境の変化により、家庭や地域の子育て力が低下していると言われています。次の

世代の担い手である子どもはかけがえのない宝であり、その成長を見守ることは大変喜ばしいことです。

子どもの心身ともに健やかな成長には、家庭だけではなく、地域ぐるみで愛情を持って見守ることが必

要です。 

 白石市では子育てを通じて、子どもはもちろん、家庭・地域・行政、皆が力を合わせて互いに成長し

あえるまちを目指し、本計画を推進していきます。そのためには、市民一人ひとりの自立と積極的な協

力は欠かすことのできないものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本計画では、上記の 3つを次世代育成における基本的な視点として策定・推進にあたります。一人ひ

とりがこれらの視点を踏まえ、積極的に役割を果たしていくことが望まれます。 

 

１１．．安安心心ししてて子子育育ててででききるるままちちづづくくりり  

２２．．共共にに支支ええああうう地地域域づづくくりり  

３３．．夢夢やや希希望望ののももててるる次次代代のの親親づづくくりり  

子子どどもも・・親親・・地地域域  
みみんんなながが育育ちちああううままちちづづくくりり  



 

 7 

 
 さらに、行動計画の目指すべき方向性として、次の 4つを行動計画における基本目標と定め、施策の

推進を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乳幼児及びその保護者の健康の

確保・増進 

教育環境の整備 

 

生活環境の整備・安全の確保 

 

 地域における子育て支援 

ひとり親家庭や共働き家庭、専業主婦（夫）家庭等、

それぞれの家庭によって異なった悩みを抱えていま

す。あらゆる悩みに対応し、全ての子育て家庭がすこ

やかに、子どもも保護者も互いに育っていけるよう、

地域全体で支えていきます。 
児童館や公民館、子育てサークル、母親クラブといっ

た既存の社会資源を活用し、また、その情報提供に努

めます。子育て支援サービス提供者間の連携に努めま

す。 
障害児が身近な地域で安心して生活できるよう、ま

た、児童虐待の防止・撲滅のために、より一層の関係

機関の連携と一貫した総合的な取り組みを推進しま

す。 

子育てをしていくにあたって、子どもはもちろん、保

護者も心身ともに健康であることは大変重要です。そ

のため、妊娠初期から出産、その後の子育てまで、相

談や健康診査等を行います。また、講演会やグループ

ワーク等を実施する等、段階に応じて、それぞれに適

切な支援・指導を行っていきます。 

学校や幼稚園では、同世代での集団生活を通じて、友

達と遊びたいという欲求を満たすと同時に、社会性を

身につけます。地域活動においては、様々な世代の

人々と交流し、保護者同士の交流の機会ともなりま

す。 

家庭では体験できない多様な活動を通じて、自ら学

び、考え、判断し、行動できる力等の「生きる力」の

育成を図り、豊かな心と健やかな身体の発達を促す教

育環境づくりを推進します。 

子どもや子ども連れの親が安全に、安心して生活し

ていけるよう、道路交通環境や公園、住宅等の整備

に努めます。 
幼い頃から交通安全教育を徹底して行い、子どもの

交通安全意識の向上を図ります。また、子ども達の

身を守るため、関係機関の連携・協力体制の強化を

推進し、見回りや声がけ等を行い、子どもたち自身

だけではなく、それを見守る地域の大人たちも巻き

込んだ、防犯意識の高揚を図ります。 
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基本的な視点 

１１．．安安心心ししてて子子育育ててででききるる  

                  ままちちづづくくりり  

２２．．共共にに支支ええああうう  

          地地域域づづくくりり  

３３．．夢夢やや希希望望ののももててるる  

          次次代代のの親親づづくくりり  

基 本 目 標 

＜＜基基本本目目標標３３＞＞  

  教教育育環環境境のの整整備備  

＜＜基基本本目目標標４４＞＞  

  生生活活環環境境のの整整備備・・  

            安安全全のの確確保保  

＜＜基基本本目目標標２２＞＞  

  乳乳幼幼児児及及びびそそのの保保護護者者のの  

          健健康康のの確確保保・・増増進進  

＜＜基基本本目目標標１１＞＞  

  地地域域ににおおけけるる子子育育てて支支援援  

基 本 理 念 

子ども・親・地域 
みんなが育ちあうまちづくり 

子子どどもも・・親親・・地地域域  
みみんんなながが育育ちちああううままちちづづくくりり  
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基 本 目 標 

１１．．地地域域ににおおけけるる  

            子子育育てて支支援援  

（（１１））地地域域ににおおけけるる保保育育・・  

      子子育育てて支支援援ササーービビススのの充充実実  

（（２２））障障害害児児施施策策のの充充実実  

（（３３））児児童童虐虐待待防防止止対対策策のの充充実実  

（（１１））子子どどももやや母母親親のの健健康康のの確確保保  

（（２２））小小児児医医療療のの充充実実  

２２．．乳乳幼幼児児及及びびそそのの保保護護者者  

    のの健健康康のの確確保保・・増増進進  

３３．．教教育育環環境境のの整整備備  

 

（（１１））児児童童のの健健全全育育成成  

 

（（２２））子子どどもものの生生ききるる力力のの育育成成にに向向  

      けけたた学学校校のの教教育育環環境境等等のの整整備備  

（（３３））家家庭庭やや地地域域のの教教育育力力のの向向上上  

 

（（１１））安安全全・・安安心心  

            ままちちづづくくりりのの推推進進  

４４．．生生活活環環境境のの整整備備・・  

              安安全全のの確確保保  

基 本 施 策 


	表紙
	はじめに
	目次
	第１章　行動計画の策定にあたって
	１．行動計画策定の趣旨
	２．行動計画の性格・位置づけ
	３．行動計画策定における基本理念
	４．行動計画策定における基本的な視点
	５．行動計画策定における基本目標
	６．行動計画策定における施策体系図

	第２章　子どもを取り巻く現状
	１．人口及び児童人口などの推移
	２．児童人口の将来推移
	３．子育て環境の現状
	４．子どもの放課後などの過ごし方
	５．教育環境の現状
	６．子どもと地域社会の関わり
	７．小児医療の現状

	第３章　施策の展開
	基本目標１　地域における子育て支援
	基本目標２　乳幼児及びその保護者の健康の確保・増進
	基本目標３　教育環境の整備
	基本目標４　生活環境の整備・安全の確保

	第４章　目標事業量の設定
	１．目標事業量の設定

	第５章　行動計画の推進に向けて
	１．子育て支援ネットワークの推進

	第６章　資料
	１．ニーズ調査概要
	２．行動計画策定の経緯
	３．白石市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
	４．白石市次世代育成支援行動計画策定委員会委員名簿
	５．次世代育成支援対策推進法

	奥付
	裏表紙



